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■本庁（本館・新館）　〒025-8601　花城町9-30　　　　☎24-2111　思24-0259
■大 迫 総 合 支 所　〒028-3203　大迫町大迫2-51-4　☎48-2111　思48-2943
■石鳥谷総合支所　〒028-3163　石鳥谷町八幡4-161　☎45-2111　思45-3733
■東 和 総 合 支 所　〒028-0192　東和町土沢8-60　　☎42-2111　思42-3605

【お知らせ中の表記】●本＝本館　●新＝新館　■支＝全ての総合支所　■大＝大迫総合支所　■石＝石鳥谷総合支所　■東＝東和総合支所

広報はなまき　No.374

■みんなできれいに

①春の大掃除

　普段の清掃などでは行き届かな

い場所を重点的に清掃しましょう。

【実施期間】 ４月４日（月）～10日（日）

②市民総参加早朝一斉清掃

　みんなで協力して公共の場所を

きれいにしましょう。

【日時】 ４月10日（日）、午前６時

【問い合わせ】 ●本生活環境課（☎
41-3544）、■支市民生活係（■大☎41-

3126、■石☎41-3446、■東☎41-6516）

■�高齢者福祉タクシー等助成券が

使いやすくなりました

　４月から、タクシーや予約乗合

バス・タクシーのほか、市内路線バ

スでも利用が可能になりました。

【対象】 ▼ひとり暮らしの80歳以

上の人 ▼65歳以上の高齢者のみの

世帯で暮らしている80歳以上の人

※障がい者福祉タクシー助成券・

被災者支援タクシー助成券の交付

を受けている人や、社会福祉施設

に入所中の人、本人または同居の

家族が自動車やオートバイを所有

している場合は対象外です

【助成内容】 年間100円助成券120枚

【利用方法】 市内の路線バス・タク

シーおよび予約乗合バス・タクシー

で乗車１回当たり複数枚利用可能

【申請開始日】 ４月１日（金）

【申請方法】 印鑑をお持ちの上、下

記へ

【問い合わせ・申請】 ●新長寿福祉

課（☎41-3576）、■支健康福祉係（■大

☎41-3127、■石☎41-3447、■東☎41-

6517）

■�障がい者福祉タクシー等助成券

が使いやすくなりました

　４月から、タクシーや予約乗合

バス・タクシーのほか、市内路線バ

スでも利用が可能になりました。

【対象となる障がいの程度】 ▼身

体障害者手帳１級 ▼身体障害者手

帳２級（視覚・下肢・体幹障がいの

み） ▼療育手帳Ａ ▼精神障害者保

健福祉手帳１級

※社会福祉施設に入所中の人や、

軽自動車税・自動車税の減免を受

ける人は対象外です

【助成内容】 １カ月当たり100円助

成券15枚（年間最大180枚）

【利用方法】 市内の路線バス・タク

シーおよび予約乗合バス・タクシー

で乗車１回当たり複数枚利用可能

【申請開始日】 ４月１日（金）

【申請方法】 障害者手帳と印鑑を

お持ちの上、下記へ

【問い合わせ・申請】 ●新障がい福祉

課（☎41-3581）、■支健康福祉係（■大

☎41-3127、■石☎41-3447、■東☎41-

6517）

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 ４月７日（木）10:00～15:00

市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

４月６日（水）

司法書士法律相談 ４月13日（水）13:30～15:30 ４月６日（水）

弁護士法律相談 ４月20日（水）10:00～15:00 ４月19日（火）

消費者救済資金貸付相談 ４月21日（木）13：00～17：00 ４月14日（木）

暮らしの行政書士相談 ４月28日（木）13：30～15：30 ４月21日（木）

市民生活
（人権・行政）相談

４月８日（金）10：00～12：00

市民生活総合相談センター

申し込みは
不要です

大迫総合支所第２会議室

石鳥谷総合支所1-1会議室

東和総合支所第３会議室

  上記相談には定員があります（先着順）。申し込みは、申込開始日の午

前９時から電話で同センターへ

書類作成に係る相談は受け付けておりません

【問い合わせ・申し込み】 ●新市民生活総合相談センタ―（☎41-3550）

■無料相談をご利用ください

　法律や人権、行政、多重債務などの無料相談会を年間を通して開催し

ています。日程や会場などは「広報はなまき」で随時お知らせします。

　また、悪質商法・特殊詐欺にだまされないための出前講座も行ってい

ます。詳しくはお問い合わせください。

●実施している相談会

　弁護士法律相談（予約必要）、司法書士法律相談（予約必要）、暮らしの

行政書士相談（予約必要）、消費者救済資金貸付相談（予約必要）、市民生

活相談（人権・行政）〔予約不要〕

マイナンバーカードがあれば

コンビニで住民票などの証明

書が取得できます！

詳しくは●本市民登録

課（☎41-3547）へ

■岩手県障がい者スポーツ大会

【日時】 ６月４日（土）、午前10時

【会場】 県営運動公園（盛岡市）ほか

【競技種目】 陸上、水泳、卓球、フ

ライングディスク、ボウリングなど

【申込期限】 ４月19日（火）

【申し込み方法】 申込書に必要事

項を記入の上、●新障がい福祉課ま

たは■支健康福祉係へ

※申込書の設置場所など詳しくは

下記へ

【問い合わせ】 ●新障がい福祉課（☎
41-3581）

■歯のテレホン相談

　歯や口の健康に関する相談に歯

科医師が応えます。

【受付日時】 ４月18日（月）、午前10

時～午後７時

※午後７時以降、歯科医師から相

談者に折り返し電話します

【相談料】 無料

【相談・問い合わせ】 岩手県保険医

協会ヨイ歯デーテレホン相談係

（☎019-651-7341）

　掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況のため、

延期や中止になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。21
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■下水道使用料に関するお知らせ

　〔大量の水道水や、自家水（井戸

　水）を使用する人向け〕

　下水道使用料は上水道の使用水

量を基に計算しています。次に該

当する場合は、申告または届け出

をお願いします。

①育苗などで大量の水道水を使用

する場合

　下水道施設に流さない水量を申

告することで下水道使用料が減額

になる場合があります。

【対象】 育苗に使用する水道が上

水道で、公共下水道や農業集落排

水施設を使用している人

※戸別浄化槽の場合は対象外

【申告期限】 使用月のメーター検

針日から７日以内

【申告方法】 汚水量申告書に、下

水道施設へ流した水量・流さない

水量、その算出根拠を記入の上、

「水道使用水量等のお知らせ」を添

えて下記のいずれかの窓口へ

※日頃から下水道施設に流さない

水道水を使用している場合は、計

量メーターの設置をお勧めします

②自家水（井戸水）を使用する場合

　自家水を使用して公共下水道や

農業集落排水施設に流している場

合は、使用者の態様を考慮し、市

が認定する使用水量を基に下水道

使用料を計算しています。

　使用場所や世帯員の構成が変

わった場合は、変更の届け出が必

要です。

※正確な使用水量を把握するた

め、自家水用の計量メーターの設

置をお願いします

①②共通

【申請窓口】 ●新下水道課、■支建設係

【問い合わせ】 ●新下水道課（☎41-

3563）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔３月８日（火）～24日（木）

分〕（単位：マイクロシーベルト/時）】

①市役所新館前…0.04～0.05 

②田瀬振興センター…0.05～0.07 

※国や県の示す指標を大幅に下

回っています

【問い合わせ】 ●本防災危機管理課

（☎41-3512）

■市長との対話

　市の取り組みについて、皆さん

が思っていること、感じているこ

とをお聞かせください。

【対話の時間】 

▲

本庁…午後１時

15分～３時（受け付けは午後１時

～１時45分）

▲

各総合支所…午前

９時30分～11時（受け付けは午前

９時15分～10時）

※事前の申し込みは不要。当日受

付で住所・氏名などを記入。１人

10分程度で受け付け順に対話して

いただきます

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
41-3514）、■支地域づくり係（■大☎41-

3121、■石☎41-3441、■東☎41-6511）

期日 会場

４月13日（水） 大迫総合支所

４月15日（金） 石鳥谷総合支所

４月25日（月） 市役所本庁本館

４月27日（水） 東和総合支所

（納期限は５月２日）

固定資産税（第１期）

今月の納税今月の納税

■「農振除外」の申し出は

　４月28日までに

　農業振興地域内の農用地区域に

指定されている土地に住宅建築や

駐車場整備を行う場合、農用地区

域からの除外手続き（農振除外）が

必要です。

【受付期間】 ４月１日（金）～28日（木）

【提出先】 農政課、■支産業係

※除外の見込みの相談や、手続き

方法、提出書類など詳しくは下記へ

【問い合わせ・相談】 農政課（☎23-

1400）

■４月６日～15日は

　春の地域安全運動期間

　春の地域安全運動期間のスロー

ガンは「なくそう犯罪 ふやそう笑

顔 みんな大好き岩手県」です。期

間中は、会社や地域、家庭などで

防犯について考える機会とし、犯

罪のないまちづくりに向けた取り

組みをお願いします。

【 重点活動】

▼子ども・女性・高齢者の安全確保

…犯罪が起きにくい地域を目指

し、パトロールや見守りを実践し

ましょう

▼特殊詐欺の被害防止…公的機関

をかたる詐欺や架空請求詐欺など

による被害に遭わないよう、詐欺

の手口を知るとともに、家族や周

りの人と情報共有しましょう

▼鍵掛けの励行…自宅や自動車な

どの鍵掛けを徹底するとともに、

ごみ捨てなどのわずかな時間でも

玄関ドアに鍵を掛けるよう心掛け

ましょう

【問い合わせ】 花巻市防犯協会（☎
24-2966）、 ●新市民生活総合相談セ

ンタ―（☎41-3550）

■４月６日～15日は

　春の全国交通安全運動

　春の全国交通安全運動のスロー

ガンは「通学路 速度を落とす 思

いやり」です。期間中は、交通安

全を呼び掛ける街頭活動などを実

施します。この機会にご自身の交

通マナーを確認し、交通安全への

意識を高めましょう。

【運動の重点】 ▼子どもをはじめ

とする歩行者の安全の確保 ▼歩行

者保護や飲酒運転根絶等の安全運

転意識の向上 ▼自転車の交通ルー

ル遵守の徹底と安全確保

＊４月10日（日）は「交通事故死ゼロ

を目指す日」です。一人一人が交

通ルールを守り、注意して行動す

ることで交通事故をなくしましょ

う

【問い合わせ】 ●新市民生活総合相

談センタ―（☎41-3551）


